
インター周辺まちづくり構想（案）作成業務委託公募型プロポーザルの質問に対する回答 

 

番号 質 問 内 容 回  答 

１ 公募型プロポ―ザル実施要領 提案書について 

枚数の制限はありますか。 

資料作成に当たり、カラーを使用してもよいでしょ

うか。 

枚数の制限はありませんが、プレゼンテーション

で説明できる枚数にしてください。色の制限はあ

りません。 

２ 業務委託仕様書 資料の借用について 

２地区について、過去に調査した報告書等はありま

すか。ある場合、それらは閲覧可能ですか。 

ありません。 

３ 業務委託仕様書 業務場所について 

２地区の概ねの区域は定まっていますか。定まって

いる場合、図示していただけないでしょうか。 

定まっていません。区域についても検討の上ご提

案ください。 

４ 業務委託仕様書 まちづくり構想について 

味坂スマートインターチェンジ（仮称）周辺地区に

ついてもまちづくり構想は策定しますか。 

策定しません。味坂スマートインターチェンジ

（仮称）周辺地区は役割・課題の抽出のみです。 

５ 業務委託仕様書 庁内検討委員会について 

メンバーや参加人数、回数は決まっていますか。 

メンバーは 14 名です。回数は定まっておらず、

必要に応じ適宜開催します。 

６ 提案書は、枚数制限がありますか。 枚数の制限はありませんが、プレゼンテーション

で説明できる枚数にしてください。 

７ 提案書の提出手続（１）提出書類③業務実績書につ

いて 

提案者の業務実績とありますが、実際の提案者の実

績でしょうか。それとも、会社の実績でしょうか。 

会社の実績です。 

８ 提案書の提出手続（１）提出書類③業務実績書につ

いて 

提案者の業務実績ついては、何件でも記載してもよ

いでしょうか。 

問題ありません。 

９ 提案書の提出手続（１）提出書類③業務実績書につ

いて 

業務実績は、まちづくり構想業務の実績を提出する

ことを認識しておりますが、本業務内容に全て一致

した業務しか提出できないのでしょうか。 

まちづくり構想の作成と類似する業務であれば

問題ありません。 

１０ 地区の位置や範囲が確認出来る資料を借用・閲覧す

ることは可能でしょうか？ 

位置は両インターチェンジの周辺になります

が、範囲は定まっておりません。 

範囲についても検討の上ご提案ください。 

１１ 策定予定の第６次総合振興計画基本計画・立地適正

化計画を借用・閲覧することは可能でしょうか？ 

総合振興計画については第5次総合振興計画後期

基本計画をご利用ください。 

立地適正化計画については借用・閲覧することは

できません。 

 


